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平成２８年３月市議会定例会追加議案要旨議案第５４ 号 平成２７年度白河市一般会計補正予算（第４号）(1) 歳入歳出予算の補正歳入歳出補正総額は４，６５５，２３９千円減額となり、歳入歳出予算総額は４３，６１３，４０４千円となりました。款別補正の内訳は、次のとおりであります。歳入については、市税２０８，６０３千円、地方消費税交付金１４４，４８１千円、地方交付税１６，６１９千円、使用料及び手数料１，２４２千円、国庫支出金６，９０９千円、財産収入１０，７５７千円、寄附金１，３７４千円、諸収入４９，２７９千円をそれぞれ増額補正し、分担金及び負担金７，１１７千円、県支出金４，８８８，００２千円、繰入金１４７，２８４千円、市債５２，１００千円をそれぞれ減額補正するものであります。歳出については、総務費６８５，３４１千円、民生費２０７，３８７千円をそれぞれ増額補正し、議会費９２０千円、衛生費４，８４８，４００千円、労働費３，０８６千円、農林水産業費１２５，６８６千円、商工費６４，６９５千円、土木費３６８，６０８千円、消防費１３，１４７千円、教育費４５，０７７千円、災害復旧費８６９千円、公債費７７，４７９千円をそれぞれ減額補正するものであります。歳出補正の主なものは、次のとおりであります。総務職員給与関係費 ２１７，３９５千円公共施設等整備基金積立金 ４７９，７０８千円情報管理費 ４８，９８６千円臨時福祉給付金事業 ２２２，８８２千円農業振興一般管理費 ２４，８１２千円農業振興災害関連事業 ３７，０００千円釜子小学校建設事業 ８３，３６６千円(2) 継続費の補正
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事業の変更に伴い、継続費の変更をするものであります。(3) 繰越明許費の補正翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものであります。(4) 地方債の補正事業の追加及び変更に伴い、地方債の追加及び限度額の変更をするものであります。議案第５５ 号 平成２７年度白河市教育財産特別会計補正予算（第１号）歳入歳出補正総額は１４千円減額となり、歳入歳出予算総額は５５４千円となりました。款別補正の歳入については、財産収入１千円を増額補正し、繰入金１５千円を減額補正するものであり、歳出については、総務費１４千円を減額補正するものであります。議案第５６ 号 平成２７年度白河市小田川財産区特別会計補正予算（第１号）歳入歳出補正総額は２，０２５千円増額となり、歳入歳出予算総額は２，８４０千円となりました。款別補正の歳入については、財産収入１０千円、繰入金１４千円、諸収入２，００１千円をそれぞれ増額補正するものであり、歳出については、財産費２，０２５千円を増額補正するものであります。議案第５７ 号 平成２７年度白河市大屋財産区特別会計補正予算（第１号）歳入歳出補正総額は９千円減額となり、歳入歳出予算総額は１４１千円となりました。款別補正の歳入については、財産収入２千円、繰入金７千円をそれぞれ減額補正するものであり、歳出については、管理会費７千円、財産費２千円をそれぞれ減額補正するものであります。議案第５８ 号 平成２７年度白河市樋ヶ沢財産区特別会計補正予算（第２号）歳入歳出補正総額は７５千円減額となり、歳入歳出予算総額は４３０千円となりました。款別補正の歳入については、財産収入４千円を増額補正し、繰入金７９千円を減額補正するものであり、歳出については、管理会費７千円、財産費６８千
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円をそれぞれ減額補正するものであります。議案第５９ 号 平成２７年度白河市土地造成事業特別会計補正予算（第１号）歳入歳出補正総額は２０，２０１千円減額となり、歳入歳出予算総額は２７，２５１千円となりました。款別補正の歳入については、繰入金１４，２８５千円を増額補正し、財産収入３４，４８６千円を減額補正するものであり、歳出については、土地造成事業費２０，２０１千円を減額補正するものであります。議案第６０ 号 平成２７年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）歳入歳出補正総額は９，４９８千円増額となり、歳入歳出予算総額は７，８７８，０５３千円となりました。款別補正の歳入については、県支出金７３１千円、繰入金８１，８２７千円をそれぞれ増額補正し、共同事業交付金７３，０６０千円を減額補正するものであり、歳出については、総務費４６１千円、基金積立金４７，０００千円、予備費６８３千円をそれぞれ増額補正し、共同事業拠出金３２，１４６千円、保健事業費６，５００千円をそれぞれ減額補正するものであります。議案第６１ 号 平成２７年度白河市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）歳入歳出補正総額は１６，３９５千円減額となり、歳入歳出予算総額は５５７，４６３千円となりました。款別補正の歳入については、繰入金９６７千円、繰越金１，４０３千円をそれぞれ増額補正し、後期高齢者医療保険料１８，７６５千円を減額補正するものであり、歳出については、諸支出金９７２千円を増額補正し、総務費２１２千円、後期高齢者医療広域連合納付金１４，９８２千円、予備費２，１７３千円をそれぞれ減額補正するものであります。議案第６２ 号 平成２７年度白河市介護保険特別会計補正予算（第４号）歳入歳出補正総額は９，０６３千円減額となり、歳入歳出予算総額は５，２６７，２４８千円となりました。款別補正の歳入については、介護保険料３６，９３９千円、繰入金５１，７４９千円をそれぞれ増額補正し、国庫支出金２１，９８６千円、支払基金交付金６４，１６４千円、県支出金１１，６０１千円をそれぞれ減額補正するも
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のであり、歳出については、総務費８，２６３千円、地域支援事業費８００千円をそれぞれ減額補正するものであります。議案第６３ 号 平成２７年度白河市地方卸売市場特別会計補正予算（第１号）歳入歳出補正総額は１５８千円減額となり、歳入歳出予算総額は２６，１２８千円となりました。款別補正の歳入については、使用料及び手数料１５８千円を減額補正するものであり、歳出については、卸売市場費１５８千円を減額補正するものであります。議案第６４ 号 平成２７年度白河市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）(1) 歳入歳出予算の補正歳入歳出補正総額は９８，９４７千円減額となり、歳入歳出予算総額は１，９８８，８２３千円となりました。款別補正の歳入については、分担金及び負担金１３，１５１千円、使用料及び手数料３，２８６千円、諸収入７９，６７４千円をそれぞれ増額補正し、国庫支出金６７，１００千円、県支出金１，８８２千円、繰入金８５，２７６千円、市債４０，８００千円をそれぞれ減額補正するものであり、歳出については、公共下水道事業費９３，５９７千円、公債費５，３５０千円をそれぞれ減額補正するものであります。(2) 地方債の補正事業の変更に伴い、地方債の限度額の変更をするものであります。議案第６５ 号 平成２７年度白河市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）(1) 歳入歳出予算の補正歳入歳出補正総額は７，５８４千円減額となり、歳入歳出予算総額は８０１，６６０千円となりました。款別補正の歳入については、使用料及び手数料２，１９７千円、諸収入６，４０７千円をそれぞれ増額補正し、国庫支出金１，１６１千円、県支出金６７千円、繰入金１３，９６０千円、市債１，０００千円をそれぞれ減額補正するものであり、歳出については、農業集落排水事業費７，５１４千円、公債費７０千円をそれぞれ減額補正するものであります。
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(2) 地方債の補正事業の変更に伴い、地方債の限度額の変更をするものであります。議案第６６ 号 平成２７年度白河市個別排水処理事業特別会計補正予算（第２号）(1) 歳入歳出予算の補正歳入歳出補正総額は３７，０７８千円減額となり、歳入歳出予算総額は７２，４７２千円となりました。款別補正の歳入については、分担金及び負担金７８３千円、使用料及び手数料４９千円、諸収入５７８千円をそれぞれ増額補正し、国庫支出金１６，３４２千円、県支出金２，０３７千円、繰入金１６，１０９千円、市債４，０００千円をそれぞれ減額補正するものであり、歳出については、浄化槽整備推進事業費３６，４０６千円、公債費６７２千円をそれぞれ減額補正するものであります。(2) 地方債の補正事業の変更に伴い、地方債の限度額の変更をするものであります。議案第６７ 号 平成２７年度白河市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）(1) 歳入歳出予算の補正歳入歳出補正総額は４８，９１４千円減額となり、歳入歳出予算総額は４０６，４２８千円となりました。款別補正の歳入については、繰入金２６，４６６千円を増額補正し、分担金及び負担金１，１８０千円、国庫支出金４０，５００千円、市債３３，７００千円をそれぞれ減額補正するものであり、歳出については、簡易水道事業費４８，０１３千円、公債費９０１千円をそれぞれ減額補正するものであります。(2) 地方債の補正事業の変更に伴い、地方債の限度額の変更をするものであります。議案第６８ 号 平成２７年度白河市水道事業会計補正予算（第３号）(1) 業務の予定量の補正主な建設事業の概要の改良費を３５８，３３１千円に改めるものであります。(2) 収益的支出の補正営業費用１，２０２千円を増額補正し、その総額として水道事業費用１，
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０３１，８１４千円を予定するものであります。(3) 資本的支出の補正建設改良費１３４千円を増額補正し、その総額として資本的支出５６３，７２５千円を予定するものであります。(4) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正予算に定めた職員給与費を１１６，９６６千円に改めるものであります。


